
事 企 法 ― ３ ９

令和８年２月２７日

人 事 院 事 務 総 長

「人事院規則１―７９（国家公務員法等の一部を改正する法律の施

行に伴う関係人事院規則の整備等に関する人事院規則）及び「国家

公務員法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係人事院事務総長

通知の一部改正について」の施行に伴う経過措置について」の一部

改正について（通知）

「人事院規則１―７９（国家公務員法等の一部を改正する法律の施行に伴う関

係人事院規則の整備等に関する人事院規則）及び「国家公務員法等の一部を改正

する法律の施行に伴う関係人事院事務総長通知の一部改正について」の施行に伴

う経過措置について（令和４年２月１８日事企法―３８）」の一部を下記のとお

り改正したので、令和８年４月１日以降は、これによってください。

記

次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改

正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。

改 正 後 改 正 前

４ 給実甲第２２０号（期末手当及 ４ 給実甲第２２０号（期末手当及

び勤勉手当の支給について） び勤勉手当の支給について）



一 国会職員法及び国家公務員退 一 国会職員法及び国家公務員退

職手当法の一部を改正する法律 職手当法の一部を改正する法律

（令和３年法律第６２号）附則 （令和３年法律第６２号）附則

第３条第４項に規定する暫定再 第３条第４項に規定する暫定再

任用職員で同条第２項に規定す 任用職員で同条第２項に規定す

る短時間勤務の職を占めるもの る短時間勤務の職を占めるもの

となった者に対する給実甲第２ となった者に対する令和４年事

２０号第８項の規定の適用につ 企法―３７第１１項の規定によ

いては、同項第１号中「定年前 る改正後の給実甲第２２０号

再任用短時間勤務職員」とある （以下この項において「改正後

のは「定年前再任用短時間勤務 の給実甲第２２０号」とい

職員又は国会職員法及び国家公 う。）第８項の規定の適用につ

務員退職手当法の一部を改正す いては、同項第１号中「定年前

る法律（令和３年法律第６２ 再任用短時間勤務職員」とある

号）附則第３条第４項に規定す のは「定年前再任用短時間勤務

る暫定再任用職員で同条第２項 職員又は国会職員法及び国家公

に規定する短時間勤務の職を占 務員退職手当法の一部を改正す

めるもの」とし、裁判所職員臨 る法律（令和３年法律第６２

時措置法（昭和２６年法律第２ 号）附則第３条第４項に規定す

９９号）において準用する令和 る暫定再任用職員で同条第２項

３年改正法附則第７条第１項に に規定する短時間勤務の職を占

規定する暫定再任用短時間勤務 めるもの」とし、裁判所職員臨

職員となった者に対する給実甲 時措置法（昭和２６年法律第２

第２２０号第８項の規定の適用 ９９号）において準用する令和

については、同項第２号中「定 ３年改正法附則第７条第１項に

年前再任用短時間勤務職員」と 規定する暫定再任用短時間勤務



あるのは「定年前再任用短時間 職員となった者に対する改正後

勤務職員、国家公務員法等の一 の給実甲第２２０号第８項の規

部を改正する法律（令和３年法 定の適用については、同項第２

律第６１号）附則第７条第１項 号中「定年前再任用短時間勤務

に規定する暫定再任用短時間勤 職員」とあるのは「定年前再任

務職員」とし、令和３年改正法 用短時間勤務職員、国家公務員

附則第１２条第１項に規定する 法等の一部を改正する法律（令

暫定再任用短時間勤務隊員と 和３年法律第６１号）附則第７

なった者に対する給実甲第２２ 条第１項に規定する暫定再任用

０号第８項の規定の適用につい 短時間勤務職員」とし、令和３

ては、同項第３号中「定年前再 年改正法附則第１２条第１項に

任用短時間勤務隊員」とあるの 規定する暫定再任用短時間勤務

は「定年前再任用短時間勤務隊 隊員となった者に対する改正後

員又は国家公務員法等の一部を の給実甲第２２０号第８項の規

改正する法律（令和３年法律第 定の適用については、同項第３

６１号）附則第１２条第１項に 号中「定年前再任用短時間勤務

規定する暫定再任用短時間勤務 隊員」とあるのは「定年前再任

隊員」とし、地方公務員法の一 用短時間勤務隊員又は国家公務

部を改正する法律（令和３年法 員法等の一部を改正する法律

律第６３号）附則第６条第１項 （令和３年法律第６１号）附則

若しくは第２項又は第７条第１ 第１２条第１項に規定する暫定

項から第４項までの規定により 再任用短時間勤務隊員」とし、

採用された職員となった者に対 地方公務員法の一部を改正する

する給実甲第２２０号第１０項 法律（令和３年法律第６３号）

の規定の適用については、同項 附則第６条第１項若しくは第２

中「定年前再任用短時間勤務職 項又は第７条第１項から第４項



員」とあるのは「定年前再任用 までの規定により採用された職

短時間勤務職員又は地方公務員 員となった者に対する改正後の

法の一部を改正する法律（令和 給実甲第２２０号第１０項の規

３年法律第６３号）附則第６条 定の適用については、同項中

第１項若しくは第２項若しくは 「定年前再任用短時間勤務職

第７条第１項から第４項までの 員」とあるのは「定年前再任用

規定により採用された職員」と 短時間勤務職員又は地方公務員

する。 法の一部を改正する法律（令和

３年法律第６３号）附則第６条

第１項若しくは第２項若しくは

第７条第１項から第４項までの

規定により採用された職員」と

する。

二 暫定再任用短時間勤務職員 二 暫定再任用短時間勤務職員

は、定年前再任用短時間勤務職 は、定年前再任用短時間勤務職

員とみなして、給実甲第２２０ 員とみなして、改正後の給実甲

号第３５項の規定を適用する。 第２２０号第３４項の規定を適

用する。

三 暫定再任用職員は、定年前再 三 暫定再任用職員は、定年前再

任用短時間勤務職員とみなし 任用短時間勤務職員とみなし

て、給実甲第２２０号第３７項 て、改正後の給実甲第２２０号

及び第３８項の規定を適用す 第３６項及び第３７項の規定を

る。 適用する。

四 一般職の職員の給与に関する 四 一般職の職員の給与に関する

法律（昭和２５年法律第９５ 法律（昭和２５年法律第９５

号）第１９条の７第１項の職員 号）第１９条の７第１項の職員



に暫定再任用職員が含まれる場 に暫定再任用職員が含まれる場

合において、給実甲第２２０号 合において、改正後の給実甲第

第４１項各号に掲げる職員の区 ２２０号第４０項各号に掲げる

分ごとの勤勉手当の額の総額が 職員の区分ごとの勤勉手当の額

当該各号に定める額を超えない の総額が当該各号に定める額を

範囲内で成績率を定めるときに 超えない範囲内で成績率を定め

おける同項の規定の適用につい るときにおける同項の規定の適

ては、同項第１号中「定年前再 用については、同項第１号中

任用短時間勤務職員」とあるの 「定年前再任用短時間勤務職

は「次号に掲げる職員」と、同 員」とあるのは「次号に掲げる

項第２号中「定年前再任用短時 職員」と、同項第２号中「定年

間勤務職員」とあるのは「定年 前再任用短時間勤務職員」とあ

前再任用短時間勤務職員及び国 るのは「定年前再任用短時間勤

家公務員法等の一部を改正する 務職員及び国家公務員法等の一

法律（令和３年法律第６１号） 部を改正する法律（令和３年法

附則第３条第４項に規定する暫 律第６１号）附則第３条第４項

定再任用職員」とする。 に規定する暫定再任用職員」と

する。

以 上


